
ギリシャ政府による新型コロナウイルス感染症対策 

（入国制限措置等） 

 

２０２０年１０月２６日 

在ギリシャ日本国大使館 

 

１０月１４日に当館より発出しましたメール（件名：ギリシャ政府による新型コロナウ

イルス感染症対策（入国制限措置等））につきまして、 以下のとおりそれぞれの措置

が１１月８日まで延長となりましたのでお知らせ致します。 

 

１ ギリシャ政府による入国制限（延長）  

ギリシャ政府は、非 EU・シェンゲン協定加盟諸国からの入国制限を行っています

が、７月１日以降、日本をはじめとする一部の国の居住者に対して、入国制限を緩和

しています。１１月８日までの間の同措置の継続と緩和対象国について官報による発

表があり、今期については、日本、豪州、ニュージーランド、ルワンダ、韓国、タイ、ウ

ルグアイ、アラブ首長国連邦、シンガポールの居住者がギリシャ入国可能となってい

ます（今期はシンガポールが入国可能となった一方、前期まで入国可能であったカナ

ダ、ジョージア及びチュニジアが対象外となりました）。 

また、１０月２４日付の官報によれば、イスラエル居住者及びロシア居住者につい

ても１１月８日まで入国の許可を延長するとのことです。 

 

上記国々の居住者についても、事前電子申請フォームの提出が必要です（下記２

をご参照ください）。 

また、アラブ首長国連邦及びイスラエル、ロシアから航空便で入国する場合には、

事前 PCR検査（陰性）提出義務も設けられています（その他の入国者に対しても一

定の割合で PCR検査が行われています）。 

 イスラエル及びロシアから入国する場合は、更にホテル等の予約書が必要とのこと

です。 

 

【上記以外に入国制限対象の例外となる者（書類で証明する義務あり）】  

（１）EU・シェンゲン協定加盟国に滞在許可を有する者、（２）EU・シェンゲン協定加盟

国民及びその配偶者、同棲者、未成年の子、（３）医療関係者、（４）政府団、外交団、

国際・EU・人道的・軍事・法執行機関構成員、市民保護省構成員等、（５）輸出入業関

係スタッフ（船員、航空クルー、トラック運転手等）、高齢者・障碍者を介護する者、農



業季節労働者、（６）大学生、（７）トランジット旅行者、（８）ギリシャ在外公館発行の許

可を得た者。  

 

※ 注意点  

ＰＣＲ検査の対象となった者は結果が出るまで自宅、親戚、友人・知人宅またはホ

テル等で待機しなければならず、陽性の場合は、自宅、または当局の指定する施設

で１４日間隔離を求められます。隔離義務の違反者には５０００ユーロの罰金が科せ

られるとのことです。  

 

２ 事前電子申請フォームの提出義務（延長）  

ギリシャへ入国する際の電子申請フォームの提出義務を１１月８日まで延長する旨

の発表がありました。詳細については以下のとおりです。  

 

到着の前日までに電子申請フォーム（Passenger Locator Form（PLF））を次のサイ

トを利用して提出しなければならない。提出後に当局から送信される自動応答のメッ

セージ及び QR コードは、入国時に必要な書類とみなされる。  

航空会社及びフェリー会社、鉄道、バス会社等は、搭乗前に自動メッセージを確認す

る義務があり、違反する場合は当該旅行者を出発国まで送還しなければならない。

https://travel.gov.gr  

（※当館注：提出期限については、これまで領事メールで「２４時間前まで」とお知らせ

してきましたが、官報では「到着の前日までに」とされており、陸路については「到着ま

でに」とされています。いずれにしましても、十分余裕をもって申請することをお勧めし

ます。）  

 

３ 空路の制限・出入国手続き 

ギリシャ政府は、ブルガリア、ルーマニア、アラブ首長国連邦、マルタ、ベルギー、

スペイン、アルバニア、北マケドニア、ハンガリー、ポーランド、チェコからの航空旅客

に対して、到着７２時間以内に実施された事前 PCR 検査（陰性）結果の提出を求めて

いますが、この措置が１１月８日まで継続されます。  

 

※ 注意点  

・全ての旅行者は、到着前に電子申請フォーム（Passenger Locator Form（PLF））を上

記サイトを利用して提出し、提出後に当局から送信される自動応答のメッセージを入

国時に提示する義務があります。提出後に当局から送信される自動応答のメッセー

ジ及び QR コードは、入国時に必要な書類とみなされます。  

・事前 PCR検査（陰性）結果の証明書は、英語表記で、身分証番号の記載が求めら



れます。  

・ギリシャ政府は例外として、年少者（２０１１年以降に生まれた者とのこと）に対して、

この事前検査義務を免除すると発表していますが、これまでのところ官報には記載さ

れておらず、詳細については確認が取れていません。  

 

４ 国境ゲートの制限・出入国手続き（延長）  

１１月８日までの間、陸の国境（鉄道含む）からの出入国は原則禁止とされ、例外と

して、以下の場合のみ出入国が可能とされています。  

（１）プロマホナス（ブルガリア国境）では、到着７２時間以内に実施された PCR 検査

（陰性）結果を提示する者（観光目的の旅行者等も可）。  

（２）二ムフェア（ブルガリア国境）、カカヴィア（アルバニア国境）、クリスタロピギ（アル

バニア国境）、エブゾネス（北マケドニア国境）、キピ（トルコ国境）では、ギリシャ国籍

者、滞在許可保有者、ギリシャに定住地がある者、職業上真に必要な移動を書面で

証明する者で、到着７２時間以内に実施された PCR 検査（陰性）結果を提示する者。  

（３）カカヴィア及びクリスタロピギでは、上記例外対象者に加え、アルバニアのギリシ

ャ系特殊 ID カード所有者で、到着７２時間以内に実施された PCR検査（陰性）結果

を提示する者。  

（４）物流トラック（上記６ゲートに加えてオルメニオ及びエクソヒで出入国が可能）。  

（５）エブゾネスでは、EU 諸国及びコソボ EULEXの外交団、軍事関係者、行政関係

者及びそれらの家族をコソボから北マケドニアを経由してテサロニキの病院に搬送す

る医療用車両。  

 

※ 注意点  

・全ての旅行者は、到着前に電子申請フォーム（Passenger Locator Form（PLF））を上

記サイトを利用して提出し、当局から送信される自動応答のメッセージを入国時に提

示しなければならない。  

・PCR検査（陰性）結果の証明書は英語表記で、身分証明書番号の記載が求められ

る。  

・職業上真に必要な移動として入国した者は、その後出国した場合、１１月８日まで再

入国することができない。  

・ギリシャ国籍者、滞在許可保有者、ギリシャに定住地がある者、アルバニアのギリシ

ャ系 ID カード所有者として入国した者は１１月８日までに再入国する場合、ギリシャ

出国時に事前電子申請が必要。  

・カカヴィア、クリスタロピギ、エブゾネス、二ムフェア、オルメニオ、キピでは、午後１１

時から午前７時は出入国禁止。  

・カカヴィアでは１日に７５０人、クリスタロピギでは１日に３００人までの入国者数上限



を設ける。  

・カカヴィア及びクリスタロピギ国境ゲートからのあらゆる入国者は入国後７日間、自

宅やホテル等での隔離が求められる（違反金は５０００ユーロ）。  

 

５ 周辺国との空路・海路の制限等（延長）  

（１）トルコ  

１１月８日までの間、トルコからの航空便の運航を禁止する。また、海路での入国を

禁止する（貨物船を除く）。  

（２）アルバニア  

１１月８日までの間、アルバニアとのアテネ国際空港を除く航空便の運航、及び、海

路での入国を禁止する（貨物船を除く）。  

（※同国からアテネへの航空便が運航可能ですが、上記例外該当者や EU・シェンゲ

ン協定加盟国民又は査証保有者でなければギリシャには入国できないようです）。  

（３）北マケドニア  

１１月８日までの間、北マケドニアとのアテネ国際空港を除く航空便の運航を禁止

する。  

（※同国からアテネへの航空便が運航可能ですが、上記例外該当者や EU・シェンゲ

ン協定加盟国民又は査証保有者でなければギリシャには入国できないようです）。  

（４）スペイン・カタルーニャ地方  

１１月８日までの間、スペインのカタルーニャ地方（バルセロナ等）との航空機の運

航を禁止する。 

 

 

在ギリシャ日本国大使館（領事部) 

Embassy of Japan in Greece 

46, Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri 

TEL ： 210-670-9910, 9911 

FAX ： 210-670-9981 

H P ： http://www.gr.emb-japan.go.jp 

e-mail ： consular@at.mofa.go.jp 


